
全
-
け
久
局
、
。
ル

第
五
十
二
巻

第
四
競

卒
成
六
年
三
月
設
行

居
延
漢
簡
に
み
え
る
責
買
闘
係
簡
に
つ
い
て
の
一
考
察

角

谷

常

子

は

じ

め

tこ

- 1 ー

漢
代
漣
境
に
お
い
て
卒
や
吏
の
聞
で
行
わ
れ
る
経
済
活
動
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
資
料
が
豊
富
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
も
ち
ろ
ん
文
献
に

は
な
い
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
筒
膿
に
頼
る
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
如
く
、
居
延
か
ら
は
新
奮
あ
わ
せ
て
約
三
高
黙
の
簡
臆
が
出
土
し
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
は
吏
や
卒
の
聞
で
行
わ
れ
る
個
人
的
な
買
買
に
闘
す
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
み
る
と
、
買
買
成

立
か
ら
債
樺
取
り
立
て
ま
で
煩
噴
な
ほ
ど
に
官
が
開
興
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
盟
、
ど
の
よ
う
な
貰
買
が
行
わ
れ
、
そ
れ

ら
に
劃
し
て
官
は
ど
の
よ
う
な
方
針
、
態
度
を
以
て
劃
躍
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
主
に
貰
買
関
係
帳
簿
の
作
成
の
さ
れ
方
の
検

討
を
通
し
て
、
官
の
開
興
の
し
方
と
い
う
貼
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
さ
ま
ざ
ま
な
買
買
開
係
の
帳
簿
を
整
理

・
分

(
1

)
 

類
し
、
さ
ら
に
帳
簿
作
成
の
さ
れ
方
や
作
成
目
的
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
奮
簡
に
つ
い
て
は
簡
番
続
、
出
土
地
、
園
版
頁
数

を
、
新
簡
に
つ
い
て
は
筒
番
競
を
附
し
た
。
樟
文
は
蓄
簡
は
『
居
延
漢
筒
穣
文
合
校
』
(
謝
桂
葦

・
李
均
明

・
朱
図
畑
、
文
物
出
版
社
、
一
九
八
七
年
〉

545 

を
、
新
簡
は
『
居
延
新
簡
』

(
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所

・
甘
粛
省
博
物
館
・
文
化
部
古
文
献
研
究
室
・
中
園
祉
舎
科
皐
院
歴
史
研
究
所
編
、
文
物
出
版
社
、
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一
九
九
O
年
)
を
参
照
し
た
。
固
版
は
『
居
延
漢
簡

(
努
獣
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、

園
版
之
部
」

一
九
七
七
年
再
版
)
を
参
照
し
た
。

『
居
延
新
簡
』
の
瞳
例
に
従
い
、
図
は
断
筒
、
口
は

一
字
剣
讃
不
能
、
:
・
は

新
簡
の
固
版
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
記
読
に
つ
い
て
は
、

二
字
以
上
剣
讃
不
能
、
亡
は
簡
の
右
依
け
、

コ
は
左
依
け
、

H
は
次
行
に
接
績
す
る
こ
と
を
一
示
す
。
出
土
地
の
地
は
地
問
(
肩
水
候
官
牡
〉
、
破

は
破
城
子
(
甲
渠
候
官
枇
)
の
略
で
あ
る
。
な
お
、
軍
政
系
統
は
都
尉
府
|
候
官
|
部
|
黙
と
な
っ
て
い
る
。

第
一
章

(
貰
〉
頁
買
に
閲
し
て
ど
の
よ
う
な
文
書
や
帳
簿
が
作
ら
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
た
め
に
、
表
題
・
尾
題
筒
・
褐
(
つ
け
札
)
・
護
信
日
簿

・

迭
り
献
な
ど
か
ら
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
名
を
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

1 

-
第
二
三
部
甘
露
二
年
卒
行
道
貰
買
衣
物
名
籍

-
不
侵
侯
長
傘
部
甘
露
三
年
成
卒
行
道
貰
買
衣
財
物
名
籍

卒
自
言
買
・
.•..
. 

(
E
P
T
五
二
・
一
七
五
)

(
E
P
T
五
六

・
二
六
五
)

，..".. 2ー

2 

(E
P
T
五
六
・
二
五
三
)

3 4 

図
口
年
成
卒
貰
貰
衣
財
物
名
籍

甘
露
三
年
二
月
卒
貰
寅
名
籍

(
E
P
T
五
六
・
二
六
三
)

(
E
P
T
五
九
・
四
七
)

5 6 

卒
貰
買
名
籍

図
始
五
年
二
月
部
卒
貰
買
衣
物
騎
司
馬
令
史
所
名
籍

(
E
P
T
五
一
・
一
一
一

O
A〉

(
四
四
・
二
三
、
破
、
圃
二
ニ
二
〉

7 

第
十
七
部
甘
露
四
年
卒
行
道
貰
買
名
籍

甘
露
三
年
成
卒
行
道
貰
賀
衣
財
物
名
籍

m
-卒
居
署
貰
寅
官
物
簿

8 

(E
P
T
三
・
二
)

9 

(E
P
T
五
三
・
二
一

八
)

(二
七
一

・一

五、

眠
、
圏
三

O
六〉

11 

成
卒
自
言
貰
賀
財
物
吏
民
所
定

(E
P
T
五
三
・
二
五
)
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13 12 

(
五
六
四
・
二
五
、
地
、
園
四
八
〉

元
康
二
年
三
月
乗
胡
照
長
張
常
業
亭
卒
不
貰
買
名
籍

成
卒
真
貫
一衣
財
物
愛
書
名
籍

吏
負
卒
賀
自
詮
巳
畢
愛
書

卒
不
貰
買
愛
書

責
籍

図
責
努
簿

緩
和
一
万
年
正
月
渠
卒
責
巻

貰
券
課

ー
と

2
は
卒
の
一
年
聞
の
、
行
道
貰
買
を
部
ご
と
に
ま
と
め
た
名
籍
、

3
は
お
そ
ら
く
卒
が
買
っ
た
と
自
言
し
た
こ
と
を
部
で
ま
と
め
た
帳
簿

(
2〉

で
あ
ろ
う
。

4
1
H
は
貰
買
に
闘
す
る
も
の
だ
が
、
年
や
月
ご
と
に
ま
と
め
た
り
(
4
・
5

・
8

・
9
〉
、
買
っ
た
相
手
ご
と
に
ま
と
め
た
り
(
7
〉

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
じ
貰
買
で
も
行
道
、
居
署
と
い
う
語
が
つ
く
場
合
と
つ
か
な
い
場
合
が
あ
る
。
居
署
と
は
勤
務
の
部
署

に
居
る
こ
と
を
い
い
、
こ
れ
に
劃
し
て
行
道
と
は
そ
の
部
署
を
離
れ
て
他
所
に
行
く
こ
と
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
何
も
つ
か
な
い
貰
賓
と
、

行
道
貰
買
・
居
署
貰
買
が
具
憧
的
に
ど
う
遣
う
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
ど
こ
で
買
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
帳
簿
作
成
上
の
一
つ
の
基
準
と

な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
ロ
は
不
貰
買
の
、
日

1
日
は
委
書
及
び
愛
書
の
名
籍
で
あ
る
。
日
以
下
の
多
く
は
そ
の
内
容
が
測
り
難
い
。

で
は
次
に
、
(
貰
〉
貰
買
関
係
帳
簿
の
本
文
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
に
掲
げ
る
簡
は
い
ず
れ
も
名
籍
の
形
式
即
ち
上
段
に
人
名
及
び

そ
の
人
物
の
身
元
に
闘
す
る
事
柄
(
肩
書
き
・
出
身
地
・
爵
・
年
齢
な
ど
〉
が
書
か
れ
、
空
格
を
お
い
て
下
段
に
内
容
が
く
る
、
と
い
う
形
式
を
と

る
も
の
で
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
空
格
の
下
に
く
る
文
の
冒
頭
の
語
を
以
て
偲
題
と
し
た
。

(一

0
・
三
四
A
、
地
、
圃
六
七
〉

14 

(
E
P
T
五
六
・
二
七
五
〉

15 

(
E
P
T
五
六
・
八
二
)

16 

(
E
P
T
五
六
・
一
三
四
)

(
二
七
四
・
コ
二
一
、
地
、
国
三
一
)

17 18 

(
E
P
T
五
0
・
↓
九
八
A
B
〉

19 

(
E
P
T
五
一
・
三
三
八
)

- 3一

I 

貰
買口

口
口
口
口
股
昌
里
大
夫
口
未
央
年
品
川
口

(
E
P
T
五
六
・
四

O
二
)

20 

貰
買
口
図
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自
言
貰
貰
糸
一
斤
直
三
百
五
十
叉
麹
四
斗
直
品
川
入
驚
虜
黙
長
李
故
所

自
言
五
月
中
行
道
貰
貰
阜
復
袖

一
領

直

千

八

百

阜

口

直

七

百

五

十

線
長
抱
一
領
直
二
千

・
凡
直
六
千
四
百

阜
精
一
雨
直
千

一
百

居

延

卒

里

男

子

唐

子

卒

所

(二

O
六
・
二
八
、
破
、
園
二
二
四
)

己
入
二
図

(
E
P
T
五

一
・
二
四
九
)

ハ
E
P
T
五
一

・
三
O
二〉

21 

貸貰貰
黙買買
成熟驚
卒成虜
貌卒険
郡貌成
口郡卒
陽口説
{向陽郡
長中口
里里陽

李首
図

図

II 

自
言
責

22 

図
阿
卒
富
里
張
赦

自
言
買
図

貰
襲
一
領
図

23 

図
自
言
五
月
中
富
昌
照
卒
高
青
震
富
買
阜
袖
一
領
直
千
九
百
甲
渠

図
令
史
車
子
巽
所

IV III 
26 25 24 

頁
第
品
川
卒
郵
耐

寅
阜
復
精
一
雨
直
七
百
第
汁
珠
山
長
淳
子
図

自
言
(
行
道
〉
貰
貰

図図
口
既

図
口
買

28 27 

第
品
川
二
陵
卒
却
ロ
巴
緊
里
越
誼

第
廿
五
照
卒
唐
葱

自
言
十
月
中
貰
貰
糸
繁
二
枚
直
三
百
居
延
昌
里
徐
子
放
所

自
言
貰
買
白
紬
嬬
一
領
直
千
五
百
交
錯
五
百
・
九
井
直
二
千
図

V 

貰
買

Q
d
 

q
L
 

n
u
 

七
月
中
貰
買
標
復
砲
一
領
直
鏡
千
一
百
故
候
史
鄭
武
所

成
卒
貌
郡
内
黄
口
居
里
杜
牧

貰
貰
鶏
纏

一
匹
直
千
贋
地
高
年
照
長
孫
中
前
所
卒
六
口
図

察
微
熟
成
卒
陳
留
郡
僑
賓
成
里
察
口
子

31 

第
八
照
卒
貌
郡
内
黄
右
部
里
王
康

貰
貰
莞
阜
締
嚢
紫
装
一
南
直
二
百
七
十
己
得
二
百
少
七
十
遮
虜
辞
衣
功
所

(
E
P
T
五
一

・一

一
一
五
)

(
E
P
T
五
六
・
二
二
四
)

(
一
二
三
・
四
九
、
地
、
園
二
ハ
)

(
E
P
T
五
一
・
一
ニ
一
四
)

(
E
P
T
五
七
・
五
七
)

(二

O
六
・
三
、
破
、
園
二
二
五
)

- 4 ー

(
一
一
二

・
二
七
、
破
、
園
二

O
三
)

(
E
P
T
五

一
・
一
二
二
)
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34 33 32 

決
呑
卒
王
安
世

第
十
二
卒
成
銭

貰
買
布
復
図

(
E
P
T
五
一
・
五
四

O
)

(
E
P
T
五
三
・
二
二
一
)

貰
貰
阜
復
図

図
貰
貰
官
復
袖
若
干
領
直
若
干
某
所
時
間
長
王
乙
所
図

官
財

(
E
P
T
五
六
・
二
三

O
〉

36 

任
者
同
里
徐
慶
君

成
卒
東
郡
柳
成
昌
園
里
嬬
何
贋

張
公
子
所
会
在
里
中
二
門
東
入
日

(
二
八
二
・
五
、
破
、
園
二
六
三
)

貰
貰
七
稜
布
三
匹
直
千
五
十
屋
蘭
定
里
石
卒
所
舎
在
郭
東
道
南
任
者
屋
蘭
力
団
親
功
臨
H
H

35 

終
古
黙
卒
東
郡
臨
巴
高
卒
里
召
勝
字
瀞
翁

貰
買
九
稜
曲
布
三
匹
ヒ
三
百
品
川
三
凡
直
千
傑
得
富
里

木
黙

37 

(
E
P
T
五
六
・
一

O
〉

貰
買
口
阜
復
袖
牒
繋
緒
一
領
直
若
干
千
居
延
某
里
王
乙
図

居
延
某
里
王
丙
舎
在
某
辞
・
官
衣
財
図

成
卒
親
郡
貝
丘
某
里
王
甲

(

3

)

 

(
E
P
T
五
六
・
一
一
一
一
一
)

VI 

自
言
責

VII 
43 42 

責
同臨
照之
卒照
説卒
郡説
内郡
責内
城黄
南宜
里民
呉里
故予

万て

39 38 

照
長
徐
宗

樵
照
長
徐
宗

40 

司
馬
令
史
騰
語

41 

呑
遠
隊
小
卒
夏
牧

都
卒
弔
ア
賞

- 5 ー

自
言
責
故
三
泉
亭
長
石
延
需
要
銭
少
二
百
八
十
数
責
不
可
得

自
言
故
一
覇
胡
亭
長
寧
就
舎
銭
二
千
三
百
品
川
敷
責
不
可
得

自
言
責
甲
渠
照
長
飽
小
叔
負
語
食
莱
三
石
今
見
震
甲
渠

照
長

会
一
・
六
、
破
、
圃
五
六
九
)

(
三
・
四
、
破
、
園
五
二
七
)

ハ
E
P
T
五
一
・
七

O
)

白
言
責
代
胡
照
長
張
赦
ミ
之
と
買
牧
鎌
一
丈
直
銭
三
百
六
十

。
二
七
・
一
五
+
一
一
一
七
・
一
九
、
破
、
圃
五
二
ニ
+
五
一
九
)

-
自
言
責
第
廿
一
隆
徐
勝
之
長
橋
銭
少
二
千

ハ
E
P
T
五
一
・
八
〉

責
故
臨
之
黙
長
辞
忘
得
鎖
斗
一
直
九
十
尺
二
寸
万
一
直
直
品
川
提
績
一
直
措
五
九
直
百
世
五

責
故
臨
之
黙
長
醇
忘
三
石
布
嚢
一
憂
索
一
具
皆
議
忘
得
不
可
得
忘
得
見
ハ
復
作

(
E
P
T
五
九
・
七
)
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44 

伐
胡
卒
口
意

伐
胡
卒
口
口

責
口
口
布
口
一
領
直
千
八
十
:
;
:
己
得
銭
二
百
少
八
百
八
十

責
康
地
衣
口
時
間
長
陶
子
賜
練
嬬
一
領
直
八
百
三
十
今
矯
居
延
市
吏

主
民
・
:
:

(
E
P
T
五
九
・
六
四
五
)

VsI 
45 

負
呑
遠
侯
史
季
赦
之

負
不
侵
卒
解
高
年
剣
一
直
六
百
五
十

負
止
北
卒
趨
忠
襲
委
一
直
三
百
八
十

-
凡
千
品
川
口

(
二
五
八

・七、

破
、
園
二
三
五
〉

46 

図

負
令
史
王
卿
交
銭
六
百

図

(
E
P
T
五

0
・
九
六
)

IX 
47 

不
貰
貰
〈
買
)

乗
胡
黙
卒
王
羊
子

不
貰
買

(
五
六
四
・
二
六
、
地
、
圃
四
八
)

物
品
買
買
闘
係
で
作
成
さ
れ
た
帳
簿
は
以
上
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
こ
れ
ら
の
帳
簿
で
使
わ
れ
て
い
る
用
語
の
意
味
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

- 6 ー

い
う
ま
で
も
な
く
、
貰
頁
・
貰
買
と
は
掛
け
頁
り
・
掛
け
買
い
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
劃
し
て
貰
の
つ
か
な
い
皐
な
る
買
・
買
の
例
も
少

敢
な
が
ら
存
在
す
る
。
こ
れ
は
単
に
貰
の
字
を
つ
け
忘
れ
た
の
か
、
或
い
は
っ
け
な
く
て
も
嘗
然
貰
の
一
意
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

買
は
、
明
ら
か
に
掛
け
買
い
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
車
に
買
と
書
い
た
例
が
あ
る
。

48 

建
昭
二
年
間
月
丙
戊
甲
渠
令
史
董
子
放
買
部
卒
口
威
装
一
領
直
七
百
五
十
約
至
春
銭
畢
己
努
人
杜
君
筒
(
二
六

・
一
、
破
、
園
一
四

O
)

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
簡
の
左
側
上
部
に
刻
歯
を
も
っ
契
約
文
書
で
、
建
昭
二
年
の
閏
月
は
庚
寅
朔
な
の
で
丙
戊
で
は
干
支
が
あ
わ
な
い
と

い
う
、
漢
衡
に
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
疑
問
が
あ
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
貰
買
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
皐
に
買
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
日
附
と
約
束
期
限
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貰
字
の
有
無
は
さ
し
て
大
き
な
問
題
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
封
し
て
帳

簿
の
文
-
章
に
お
け
る
貰
字
の
有
無
を
、
ど
ち
ら
で
も
よ
か
っ
た
、
と
解
揮
す
る
の
は
い
さ
さ
か
蹴
暴
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
貰
字
を
冠
し
な
い

買

・
買
は
掛
で
な
い
、
即
ち
現
金
決
済
の
取
り
引
き
を
一
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
責
。
こ
れ
は
債
の
こ
と
で
、
負
の
封
昔
話
語
で
あ
る
。
従
っ
て
刊
は
債
権
者
の
名
籍
、

官且刊
は
債
務
者
の
名
籍
と
い
う
こ
と
に
な
る。



最
後
に
自
言
。
こ
れ
に
閲
し
て
は
籾
山
明
氏
が
「
私
人
が
官
に
劃
し
て
申
立
て
・
申
請
を
す
る
行
潟
」
で
あ
る
と
い
う
解
揮
を
示
し
て
お
ら

(

4

)

 

れ
る
が
、
確
か
に
漢
簡
に
見
え
る
自
言
の
用
例
を
み
て
み
る
と
、
不
嘗
な
給
料
差
し
止
め
慮
分
の
撤
回
を
求
め
た
り
、
未
支
給
の
盟
の
支
給
を

求
め
る
と
い
っ
た
、
自
己
の
不
利
盆
の
解
消
を
求
め
る
申
立
て
、
あ
る
い
は
蔵
券
の
護
行
、
秋
射
の
受
験
、
休
暇
取
得
な
ど
の
申
請
の
い
ず
れ

か
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
買
買
関
係
簡
に
お
け
る
自
言
も
、
申
立
て
・
申
請
と
解
揮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、

語
義
を
確
認

し
、
今
一
度
帳
簿
を
な
が
め
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
お
こ
る
。

て

H
と
皿
、

W
と
V
、
刊
と
四
の
三
組
の
帳
簿
に
は
、
自
言
と
い
う
語
以
外
は
内
容
、
書
式
と
も
大
き
な
遣
い
が
み
ら
れ
な
い
が
、
自
言

の
有
無
で
帳
簿
の
性
格
が
ど
う
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
明
確
な
解
答
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

一
つ
の
可

能
性
を
示
す
こ
と
と
し
た
い
。
自
言
の
つ
い
た
帳
簿
は
申
立
て
・
申
請
を
受
理
し
た
段
階
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

〈

5
〉

う
に
申
立
て

・
申
請
が
受
け
付
け
ら
れ
た
人
の
名
簿
を
、
部
は
候
官
に
報
告
し
た
の
で
あ
ろ
う

(
3
・
u
y
つ
ま
り
、
自
言
を
冠
し
た
も
の
が

申
立
て
人
、
申
請
人
名
簿
と
い
う
、
い
わ
ば
第
一
段
階
の
名
簿
で
あ
る
の
に
射
し
て
、
自
言
を
冠
し
な
い
も
の
は
、
第
一
段
階
の
名
簿
あ
る
い

は
他
の
情
報
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
、
第
二
段
階
の
帳
簿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
行
道
・
居
署
の
別
、
あ
る
い
は
官
物

・
私
物
の

別
、
さ
ら
に
買
っ
た
相
手
別
と
い
っ
た
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
基
準
で
ま
と
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
自
言
な
る
語
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い

と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
作
成
の
段
階
や
目
的
を
異
に
す
る
帳
簿
と
し
て
匿
別
す
べ
き
で
あ
る
。

τ・
且

二
、
貰
責
、
責
の
よ
う
に
、
買
手
側
を
主
語
に
し
た
帳
簿
が
匪
倒
的
に
多
い
。
確
か
に

H
の
債
務
者
名
簿
の
よ
う
に
、
買
手
側
を
主
語
に
し

V
 

た
も
の
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
貰
買
、
買
に
つ
い
て
は
自
言
の
つ
い
た
も
の
は
今
の
と
こ
ろ
例
が
な
く
、

- 7ー

つ
か
な
い
も
の
も
断
簡
が

例
と
タ
イ
ト
ル

(
1
・
2
)

に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
解
揮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
自
言
が
申
立
て
・
申
請
の
意
で
あ
る
な
ら
ば
、
具
瞳
的
に
何
を
申
立
て
て
い
る
の
か
。
理
解
し
や
す
い
の
は
自
言
責
で
、

551 

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、

自
言
貰
買
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

「
某
に
劉
し

つ
ま
り
、
期
限
を
、
過
ぎ
て
も
掛
っ
て
も
ら
え
ず
、
債
権
が
生
じ
た
の
で
取
り
立
て
を
要
求

こ
れ
も
や
は
り
取
り
立
て
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

-今
み
た
よ
伝
ノ

て
債
権
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
申
立
て
で
あ
る
。
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に
、
取
り
立
て
要
求
は
自
言
責
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
解
穫
は
無
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
他
の
可
能
性
を
考
え
て
み
る
と
、
踏
み
倒
し
そ
の
他
の

ト
ラ
ブ
ル
が
起

っ
た
際
、
取
り
引
き
の
内
容
を
官
に
保
誼
し
て
も
ら
い
、
取
り
立
て
が
ス
ム
ー
ス
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
と
い
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
も
疑
問
が
残
る
。

ま
ず
、
掛
け
寅
り
の
内
容
と
し
て
官
に
保
誼
し
て
も
ら
い
た
い
事
柄
と
は
、
嘗
然
取

り
立
て
に
必
要
な
事
、
即
ち
支
排
い
期
限
が
切
れ
た
と
い
う
事
質
と
品
物
の
代
金
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
が
な
け
れ
ば
い
つ
、
ど
れ
だ

け
の
債
権
が
生
じ
た
の
か
が
説
明
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
言
以
下
の
文
中
に
は
何
を
ど
れ
だ
け
い
く
ら
で
誰
に
買
っ
た
か
は

書
か
れ
て
い
る
が
、
肝
心
の
支
梯
い
期
限
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
果
し
て
取
り
立
て
る
際
の
内
容
謹
明
と
し
て
十
分
と
い
え
る
だ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
、
な
ぜ
現
金
決
済
の
も
の

(
H

)

ま
で
自
言
す
る
の
か
。

こ
の
場
合
、
代
金
は
す
で
に
得
て
い

る
は
ず
な
の
に
、
何
を
申
立
て
、

申
請
す
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
三
つ
の
疑
問
貼
を
あ
げ
た
が
、
二
以
下
に
つ
い
て
の
考
察
に
進
む
前
に
、
帳
簿
以
外
の
簡
も
利
用
し
て
、

吏
、
卒
、
民
間
人
の
聞
で

- 8 ー

行
わ
れ
て
い
る
賀
買
の
質
態
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
章

末
尾
の
表
は、

賀
手
・
買
手

・
取
り
引
き
品
目
及
び
債
格
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
の
1
1
臼
(
以
下
表
1
、
表
白
と
表
記
)
は
明
ら
か
に

る
。
品
目
不
明
の
う
ち

品
目
は
不
明
だ
が
何
ら
か
の
取
り
引
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
で
あ

表
沌
ま
で
は
品
目
だ
け
で
な
く
銭
額
も
わ
か
ら
な
い
も
の
、

表
回
以
下
は

物
品
質
買
が
行
わ
れ
た
と
判
断
で
き
る
も
の
。

表
mm
以
下
は
銭
額
の
み
で
表
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る

ま
ず
は
じ
め
に
表
乃
以
下
の
デ
ー

タ
に
つ
い
て
若
干
鯛
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
内
容
を
具
睦
的
に
示
す
と
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。表∞

m

望
虜
陵
長
房
良

負
故
候
長
周
卿
銭
千
二
百
品
川

図



表
93 

察
微
照
長
卑
赦
之

Y
E
A
 

こ
れ
は
先
の
四
負
と
同
じ
形
式
で
、 負

夏
幸
銭
五
百
品
川
・
負
呑
北
卒
口
口
口
口

負
呂
昌
銭
二
百
五
百
五
十
皆
口
口

皆
己
入
畢
前
所
移
籍
嘗
去

や
は
り
債
務
者
と
債
務
の
内
容
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
82 

図

自
言
責
甲
渠
令
史
張
子
思
銭
三
百

図

表
山

自
言
責
却
虜
黙
長
徐
意
居
銭
百
口

図

こ
れ
は
先
の
刊
自
言
責
と
同
じ
形
式
で
あ
る
が
、
取
り
引
き
内
容
と
し
て
は
銭
額
の
み
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
は
、

表
的

初
元
四
年
正
月
壬
子
箕
山

越
子
回
銭
三
百
唯
官

以
付
郷
男
子
莫
以
印
震

表
95 

十
二
月
辛
巳
第
十
侯

拒
卿
鏡
千
二
百
願
以
十

(
筒
右
過
側
中
部
有
刻
歯
)

の
よ
う
に
、
借
金
を
俸
給
で
支
掛
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
内
容
の
文
書
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

表
94 

図
徐
充
園

奉十
銭二
千月
J~ : 

百積

月

照
長
明
敢
言
之

以
二
月
奉
銭
三
図

(
以
上
表
〉

信
敢
言
之

(
以
上
裏
)

長
輔
敢
言
之
負
令
史

二
月
奉
償
以
印
篤
信
敢
言
之

-9-

出出出
銭銭銭
八千三
就一百
十十一
月償十
壷第償
十舟第
二三升十
月黙黙
月卒卒
銭陳王
七第弘
分宗

銭

-
九
出
銭
千
三
百
廿
八

今
徐
銭
四
百
七
十
二

こ
れ
は
十
二
月
か
ら
二
月
ま
で
の
三
か
月
間
の
奉
銭
千
八
百
銭
の
う
ち
、
使
途
の
内
需
と
そ
の
ト
ー
タ
ル
、
そ
し
て
現
在
の
残
金
を
記
し
た
も

の
で
あ
る
。
徐
充
固
な
る
人
物
の
俸
銭
は
ひ
と
月
六
百
銭
で
あ
る
か
ら
、
照
長
か
尉
史
で
あ
る
が
、

49 

第
品
川
一
一
燃
長
徐
充
園

に
み
え
る
徐
充
園
と
同
一
人
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
黙
長
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
卒
の
王
弘
と
陳
第
宗
に
合
計
千
三
百
二
十
鎮
の
借
金
を
返

済
し
て
い
る
。
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九
月
奉
図

(
E
P
T
五

0
・
一
四
八
〉

以
上
い
く
つ
か
具
瞳
例
を
み
て
き
た
が
、
問
題
は
こ
こ
で
銭
い
く
ら
と
表
現
さ
れ
た
取
り
引
き
内
容
を
文
字
通
り
現
金
の
貸
借
を
意
味
す
る
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即
ち、

物
品
の
代
金
(
あ
る
い
は
土
木
排
い
金
)
で
あ
る
可
能
性
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
帳
簿
の
性

格
や
作
成
さ
れ
た
目
的
と
も
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

表
例
の
よ
う
な
、
個
人
別
奉
銭
出
納
記
録
の
如
き
も
の
で
は
、

物
品
名
や
そ
の
量
よ
り
も
何
に
い
く
ら
使
丹
た
か
が
重
視
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
卒
へ
の
借
金
返
済
に
い
く
ら
、
と
だ
け
あ
れ
ば
よ
か
っ
た

も
の
と
考
え
て
よ
い
か

の
か
も
し
れ
な
い
。

し
た
が
っ

て
物
品
名
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
い
ち
が

い
に
現
金
貸
借
だ
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
逆
に
表

位
や
表
山
の
よ
う
な
取
り
立
て
要
求
の
場
合
は
、
物
品
取
り
引
き
が
あ
っ

た
の
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
品
名
は
書
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、

何
ら
か
の
理
由
で
省
略
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
現
金
貸
借
と
考
え
る
方
が
安
蛍
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

そ

れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

Tこ

だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
現
段
階
で
は
現
金
か
物
品
代
金
か
を
決
定
す
る
決
め
手
を
歓
く
の
で
、
銭
額
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
の
中
に

は
表
白
以
前
に
入
る
も
の
も
あ
る
可
能
性
は
残
し
つ
つ
も
、
こ
こ
で
は
考
察
の
封
象
と
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
最
後
に
物
品
名
も
銭
額
も
不
明

な
表
白
1
沌
で
あ
る
が
、
不
明
と
い

っ
て
も
首
尾
完
結
し
た
簡
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
断
簡
の
た
め

(

6

)

 

に
不
明
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
日
以
前
に
も
表
乃
以
下
に
も
入
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
が
、
判
断
不
可
能
な
た
め
、
こ
れ
も
原
則

と
し
て
考
察
針
象
外
と
し
て
お
く
。

一 10ー

さ
て
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
明
確
に
物
品
買
買
だ
と
判
断
し
か
ね
る
デ
ー
タ
を
除
外
す
る
と
、

わ
ず
か
に
六
九
例
し
か
な
く
、
し
か
も
全
て

の
項
目
が
判
明
す
る
も
の
と
な
る
と
さ
ら
に
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
六
九
例
を
封
象
に
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
に
し

h

-

、。

手
h
'
u
wま

ず
、
買
手
と
買
手
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
買
手
が
更
で
あ
る
の
は

一
O
例
(
一
四
・
五
%
〉
、

卒
は
四
二
例
(
六
0
・
九%〉、

民
間
人
は

例
つ
一

・
九
%)、

不
明
が
一
五
例
つ
二
・
七
%
〉
で
あ
る
。

一
方
買
手
が
吏
で
あ
る
の
は
三
四
例
(
四
九
・
三
%
〉
、
卒
は
七
例
(
一

0
・
一%)、

不
明
が
一
八
例
(
一
二
ハ
・
一

%
)
で
あ
る
。

ち
な
み
に
整
方
が
判
明
す
る
も
の
三
八
例
の
う
ち
、
卒
か
ら
吏

民
間
人
は
一

O
例
(
一
四
・
五
%
)
、

に
買
っ
て
い
る
も
の
は

二
二
例
で
あ
る
。

こ
れ
で
み
る
か
ぎ
り
卒
か
ら
吏
に
買
る
と
い
う
大
き
な
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
取
り
引
き
品
目
を
み
る
と
、
衣
類
の
多
い
の
が
ま
ず
目
に
つ
く
。
そ
し
て
そ
の
債
格
は
、

例
え
ば
阜
締
〈
黒
色
の
ズ
ボ
ン
紋
下
衣
)
は
九



百
銭
(
表
臼
)
、
あ
る
い
は
千
百
鏡
〈
表
日
〉
。
砲
は
千
百
銭
(
表
臼
)
、
官
抱
(
官
は
官
物
)
が
千
五
百
銭
(
表
ロ
〉
、
阜
複
袖
〈
複
は
あ
わ
せ
〉
が
千

練
複
砲
が
千
百
銭
(
表
担
)
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
簡
の
年
代
を
各
々
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
現
在
、
巌
密
な
議

八
百
銭
(
表
時
〉
、

論
は
で
き
な
い
が
、
漢
代
の
穀
物
債
格
を

一
石
あ
た
り
百
j
百
五
十
銭
程
度
、
卒
に
支
給
さ
れ
る
一
か
月
の
穀
物
が
三
石
蝕
で
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
照
長
の
俸
給
が
月
に
六
百

i
九
百
銭
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
毎
月
購
入
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
ろ
、
決
し
て
安
い
と
は

言
え
な
い
。

50 

二
月
戊
寅
張
披
大
守
一
踊
庫
丞
承
烹
品
旅
行
丞
事
敢
告
張
披
農
都
尉
護
団
校
尉
府
卒
人
謂
牒
律
日
賦
官
物
非

銭
者
以
十
月
卒
買
計
案
成
田
卒
受
官
袖
衣
物
責
利
貴
買
貰
興
貧
困
民
吏
不
禁
止
浸
盆
多
又
不
以
時
験
問
(
四
・

一
、
破
、
国
三
八

O
)

こ
れ
は
張
披
太
守
府
か
ら
下
さ
れ
た
文
書
の
一
部
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で
卒
が
官
か
ら
支
給
さ
れ
た
衣
物
を
高
い
値
段
で
民
吏
に
貰
り
つ
け
る

と
い
う
事
貫
を
指
摘
し
て
い
る
。
正
嘗
な
債
格
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
衣
料
品
は
高
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
先
に
示
し
た
疑
問
に
つ
い
て
一章
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

-11ー

第
三
牽

前
一
章
に
お
い
て
、
卒
か
ら
吏
に
頁
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
を
み
た
が
、
こ
の
こ
と
を
、
帳
簿
及
び
そ
の
タ
イ
ト
ル
と
も
あ
わ
せ
て
も
う
少

し
詳
し
く
検
討
し
、
第
一
章
で
示
し
た
疑
問
の
二
、
一
二
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

ま
ず
は
疑
問
二、

買
手
主
語
の
帳
簿
が
多
い
こ
と
に
つ
い

て。

m買
、
町
自
言
(
行
道
)
貰
貰
、

V
貰
買
、
羽
自
言
責
、

四
責
に
つ

H
i
V
に
つ
い
て
い
え
ば
、
剣
明
す
る
限
り
に
お
い
て
買
手
は
す
べ
て
卒
で
あ
っ

て
、
今
の
と
こ
ろ
吏
が
買
手
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
費
は
表
に
お
い
て
吏
が
買
手
に
な
っ
て
い
る
例
が
少
な
か
司
た
原
因
は
こ
こ
に
あ

る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
帳
簿
に
お
い
て
な
ぜ
買
手
と
し
て
吏
が
で
て
こ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
今
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

帳
簿
の
中
で
買
手
が
主
語
に
な
っ
て
い
る
も
の
、
即
ち
、

H
自
言
買
、

い
て
み
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
敷
が
多
い
ば
か
り
で
な
く
、

555 

レ
っ
た
ん
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卒
の
方
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
卒
は
買
手
側
帳
簿
の
主
語
と
し
て
登
場
す
る
だ
け
で
な
く
、
質
は
買
手
側
帳
簿
の
主
語
と
し
て
も
登
場

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第

一
章
で
も
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
買
手
側
帳
簿
と
し
て
は
、
-
貰
買
が
二
例
の
み
で
、
し
か
も
そ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
肝
心
な
買
手
の
部

分
が
不
明
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
買
手
側
帳
簿
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
自
言
を
冠
し
た
も
の
は
一
例
も
み
つ
か
っ

て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
買
手

側
帳
簿
が
非
常
に
少
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
確
か
に
帳
簿
そ
の
も
の
は
非
常
に
少
な
い
も
の
の
、
卒
に
つ
い
て
は
行
道
貰
買
名
籍
な
る
も

の
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

タ
イ
ト
ル
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
卒
に
閲
し
て
き口え
ば
、
買
っ
て
も
買
っ
て
も
帳
簿
が
作
成
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
買
手
主
語
の
名
籍
は
何
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
材
料
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の

は
、
卒
が
〈
貰
)
買
し
た
と
自
言
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
恒
に
自
言
し
な
か
っ
た
と
す
る
と
、

で
は
、

(
貰
)
寅
名
籍
そ
の
他
の
資
料
に
基
づ
い

て
官
の
方
で
作
成
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
貰
買
名
籍
が
作
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
卒
が
貰
買
の
事
寅
を
自
言
す
る

- 12ー

必
要
が
あ
っ
た
か
、
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
、
卒
に
つ
い
て
は
買
手
側
を
主
語
と
す
る
名
籍
も
作
成
す
る
必
要
が
官
に
は
あ
っ
た
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

こ
れ
に
封
し
て
吏
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
吏
は
買
手
帳
簿
に
主
語
と
し
て
あ
ら
わ
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
今
の
と
こ
ろ
買
手
帳
簿
も
そ

の
タ
イ
ト

ル
す
ら
み
つ
か
っ
て
い
な
い。

買
手
帳
簿
の
方
は
、
吏
が
買
手
に
な
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
事
賓
の
反
映
と
し
て
説
明
し
た

と
し
て
も
、
表
の
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
吏
が
買
手
に
な
る
例
が
座
倒
的
に
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
買
手
帳
簿
が
な
い
こ
と
を
、

「
ま
だ
護
見
さ

れ
て
い
な
い
だ
け
」
と
単
純
に
片
付
け
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
買
手
帳
簿
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
先
程
の
卒
の
場
合
と
は
逆
、
部

ち
、
吏
は
卒
の
よ
う
に

(
貰
)
買
の
事
買
を
自
言
す
る
必
要
が
な
か

ア
た
か
、

あ
る
い
は
官
の
方
も
帳
簿
を
作
成
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
買
買
行
痛
に
射
す
る
慮
理

・
取
扱
に
お
い
て
、
卒
と
吏
で
は
遣
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
遣
い
と
は
何
な
の
か
。
こ
の
答
え
を
帳
簿
だ
け
か
ら
引
出
す
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
自
言
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
探

っ
て
み
よ

う
と
思
う
。



自
言
と
は
、
す
で
に
み
た
如
く
「
申
立
て
・
申
請
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
自
言
責
の
よ
う
に
取
り
立
て
要
求
の
場
合
は
理
解
で
き
る
と

し
て
も
、
貰
買
を
し
た
事
賞
さ
ら
に
は
現
金
決
済
の
場
合
ま
で
自
言
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
の
、
第
一
章
の
疑
問
三
を
考
え
て
み
た
い
。

既
述
の
よ
う
に
、
掛
け
頁
り
の
場
合
は
、
踏
み
倒
し
そ
の
他
の
ト
ラ
ブ
ル
の
際
、
官
に
取
り
引
き
内
容
を
誼
明
し
て
も
ら
い
、
固
滑
に
取
り
立

て
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
日
附
が
な
い
の
が
大
い
に
疑
問
と
な
る
。
と
す
る
と
、
官
に
届
け

出
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
を
怠
る
と
何
か
不
利
盆
を
被
る
こ
と
に
な
る
と
い
?
た
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
卒
が

物
を
買
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
う
少
し
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

き
て
、
卒
は
衣
類
を
買
っ
て
現
金
を
得
る
こ
と
が
多
か
司
た
が
、
貰
買
が
行
わ
れ
る
と
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
卒
の
持
ち
物
に
出
入
り
が
お

こ
る
。
官
は
卒
の
持
ち
物
を
ど
の
よ
う
に
管
理
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
貰
買
に
劃
す
る
官
の
閥
輿
の
あ
り
か
た
を
み
て

え
こ
、
。

可
J
p
a

ゆ
れ
、
uw

卒
の
牧
入
と
し
て
は
、
粟
・
盟
・
衣
類
・
武
器
な
ど
の
官
給
口
問
と
、
内
地
か
ら
迭
ら
れ
て
く
る
銭
や
衣
類
な
ど
の
私
物
が
あ
る
。
そ
し
て
、

- 13-

こ
れ
ら
卒
の
持
ち
物
は
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

八
月
丁
丑
郭
卒
十
人

一一一其
人人人一
治取守人
計狗邸守
湛閣

二
人
馬
下

一
人
吏
養

一
人
使

一
人
守
園

一
人
助

(
二
六
七
・
一
七
、
破
、
園
二
七
一
)

51 
こ
こ
に
守
閣
と
み
え
る
の
は
倉
庫
番
で
あ
る
が
、
こ
の
閣
に
つ
い
て
妥
錫
圭
氏
は
、
候
官
に
お
い
て
卒
の
私
銭
や
衣
類
を
保
管
し
て
い
た
と
こ

(
7〉

ろ
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
閣
が
卒
の
持
ち
物
保
管
専
用
の
倉
庫
な
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
確
か
に
閣
の
字
は
、
倉
・
庫
・
識
な
ど
の

他
の
「
そ
う
こ
」
と
は
遣
っ
て
、
卒
の
持
ち
物
に
つ
い
て
記
し
た
簡
に
特
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
候
官
に
は
卒
の
持
ち
物
の
保
管

っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
倉
庫
に
保
管
さ
れ
た
卒
の
持
ち
物
の
管
理
を
窺
わ
せ
る
も

場
所
が
あ
り
、
そ
こ
を
卒
が
「
守
」

557 

の
と
し
て
、
倉
庫
か
ら
の
出
入
に
関
す
る
記
録
が
い
く
つ
か
出
土
し
て
い
る
。
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52 

第
品
川
二
卒
宋
善

臨
桐
卒
王
博
士

「
五
月
辛
酉
白
取

p
」

「畢」

銭
二
千

九
月
戊
辰
閣
(
ニ

O
六

・
八
、
破
、
圃
二
九
八
)

九
月
己
巳
閣
図

(
三
二
六

・
二

一
、破、
園
三
三
七
)

p 

53 

「畢
」

銭
千

「
五
月
丙
寅
白
取

p
口」

」
は
別
筆
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
簡
に
つ
い
て
、
氷
田
氏
は
、
閣
に
関
す
る
妥
氏
の
見
解
に
基
づ
き
、
衣
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

い
る
。
宋
善
が
私
銭
二
千
を
九
月
戊
辰
の
日
に
倉
庫
に
預
け
、

そ
の
時
に
ま
ず
記
録
が
と
ら
れ
た
。
そ
れ
を
後
に
引
出
し
た
の
が
「
五
月
辛
酉

(
8
)
 

銭
二
千
を
渡
し
た
と
い
う
確
認
が
「

p
」
で
あ
る
、
と
。

こ
の
よ
う
な
銭
の
出

ー寸自
取

p
」
で
、

候
官
で
預
金
な
し
と
確
認
し
た
の
が
「
畢
」
、

入
記
録
の
他
に
、
同
類
の
も
の
と
み
ら
れ
る
衣
の
よ
う
な
簡
が
あ
る
。

54 

出
島
二
丈
三
尺
口

(
E
P
T
六
五
・
六
一
ニ
)

ゴ
部
卒
張
覇

受
閣
南
一
匹

55 

出
吊
丈
二
尺
口
口
禦
口
口
口
南
口
口
口
雨

(
E
P
T
四
三

・
二
八
三
〉

今
母
除
用

都
卒
張
覇

56 

出
島
一
匹
従
民
呉
口
買
貸
檎
嬬

一
領
口
締

- 14ー

図
吊
一
匹

(
E
P
T
六
五
・
六
五
〉

57 

口
口
一
領

出由
m
一
丈
矯
母
治
嬬

口
口
口
口
口

今
母
絵
吊

亡
部
卒
王
口

(E
P
T
六
五

・
一
O
六
)

58 

出
用
一
丈
買
意
絡

一

出
自
巾
一
丈
買
青
八
斤

ヒ
都
卒
王
口

今
母
品
開
吊

(E
P
T
六
五
・
一

O
七
〉

59 

コ
都
卒
田
惇
受
閣
吊

一
匹

出
南
一
匹
従
客
民
李
子
春
買
口
図

(
E
P
T
六
五
・
二
ニ

O
)

60 

止
害
隊
小
卒
張
駿
受
閣
吊
一
匹
図

甲
渠
尉
取
直
穀

(
E
P
T
六
五

・
二
ハ

O
〉

61 

臨
木
険
卒
程
賞

甲受
渠閣
尉鳥
取ー
直匹
穀
升卜

石

今・
喜余九
穀出
九穀
石廿
ノ、二二

斗石
五三
升斗

(五
E 升
P 
T主嘗
六日
五 給

O 
A 

出
穀
十
六
石
五
斗
五
升
布
買
締

出
穀
三
石
三
斗
買
口
三
斤
荘
締

出
穀
三
石
五
斗
買
履
一
雨

こ
れ
ら
は
卒
が
預
け
て
お
い
た
私
銭
を
引
出
し
て
買
物
を
し
た
記
録
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
こ
の
名
籍
の

タ
イ
ト
ル
は
、



臼
受
閣
卒
市
買
衣
物
名
籍
一
編
敢
言
之

，
(
E
P
T
六
五
・
五
六
)

に
み
え
る
「
受
閣
卒
市
買
衣
物
名
籍
」
か
も
し
れ
な
い
。
き
て
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
買
物
、
が
私
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
公
務
と
し
て
の
買
物
で

そ
の
う
ち
い
く
ら
掛
っ
て
何
を
買
っ
た
か
が
記
さ
れ
、
そ
の

な
い
こ
と
は
訂
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
倉
庫
か
ら
吊
を
ど
れ
だ
け
引
出
し
て
、

結
果
、
預
吊
残
高
が
ゼ
ロ
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
注
記
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
れ
ら
の
名
籍
は
卒
個
人
別
の
倉
庫
出
納
記
録
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
出
納
記
録
と
い
っ
て
も
先
に
み
た
臼
、
臼
と
は
明
ら
か
に
作
成
目
的
が
遣
っ
て
い
る
。

金
額
が
わ
か
れ
ば
よ
い
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
誰
か
ら
買
っ
た
、
何
に
い
く
ら
使
っ
た
な
ど
、
使
途
の
内
容
が
詳
し
く
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
卒
の
持
ち
物
の
管
理
と
い
う
側
面
が
強
く
感
じ
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
使
途
の
内
容
を
記
錯
す
る
に
は
嘗

然
本
人
か
ら
の
申
し
出
で
が
必
要
不
可
飲
と
な
ろ
う
が
、
官
の
側
と
し
て
は
こ
れ
に
よ
っ
て
卒
の
銭
(
こ
の
場
合
は
烏
〉
が
い
く
ら
、
な
ぜ
減
っ

た
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
支
出
の
み
な
ら
ず
、
牧
入
の
方
で
も
、
ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
ら
得
た
の
か
は
把
握

し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
銭
ば
か
り
で
な
く
、
物
資
の
出
入
り
に
闘
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
畢
に
受
け
渡
し
の

こ
の
よ
う
に
卒
の
場
合
、
官
給
品
の
み
な
ら
ず
私
物
を
も
官
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
卒
が
貰
買
を

自
言
す
る
、
あ
る
い
は
現
金
決
済
の
場
合
で
さ
え
も
自
言
し
て
い
る
の
は
、
未
排
い
の
俸
給
を
掛
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
な
、
官
に
何
か
を

求
め
た
い
か
ら
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
官
に
届
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
官
は
卒
の
私
物
管
理
の

必
要
上
、
貰
買
が
成
立
し
た
な
ら
届
け
出
を
さ
せ
る
。
一
方
卒
に
と
っ
て
は
、
届
け
て
官
の
帳
簿
に
の
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
財
物
が
不
正

- 15ー

な
手
段
で
得
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
詮
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
、
あ
る
い
は
盗
難
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
お
こ
っ
た
時
の
誼
明
に
も
な
る
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
卒
は
買
っ
た
時
だ
け
で
な
く
買
っ
た
時
に
も
自
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
従
っ
て

自
言
買
の
名
籍
ほ
今
の
と
こ
ろ
例
を
み
な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
も
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
現
買
に
卒
、が
買
手
に
な
る
こ
と
が

少
な
か
っ
た
た
め
に
出
土
し
て
い
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

559 

で
は
、

吏
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

貰
買
行
震
に
劃
す
る
慮
理
・
取
扱
に
お
い
て
吏
と
卒
と
で
遣
い
が
あ
っ
た
と
の
べ
た
が
、
そ
の
遣
い
と
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は
、
卒
が
貰
買
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
ア
た
の
に
劃
し
て
、
吏
に
は
そ
の
必
要
が
な
か
司
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
吏

に
は
届
け
出
義
務
が
な
か

っ
た
た
め
に
買
手
帳
簿
に
も
貰
手
帳
簿
に
も
主
語
と
し
て
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
頁
買
に
閲
し
て
い
え

ば
、
官
の
管
理
・
把
握
の
劃
象
は
卒
で
あ
っ
て
、
吏
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

む

す

び

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
結
果
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

て
買
手
で
は
卒
が
、
買
手
で
は
吏
が
多
く
の
割
合
を
占
め
た
。

つ
ま
り
、
卒
か
ら
吏
に
貰
る
と
い
う
流
れ
が
み
ら
れ
た
。
取
り
引
き
品
目
で

は
衣
類
が
多
い
が
、

そ
の
債
格
は
決
し
て
安
く
は
な
く
、
時
と
し
て
不
首
に
高
値
で
買
ら
れ
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。

二
、
官
は
賓
買
に
よ
っ
て
生
じ
た
財
物
の
増
減
を
把
握
す
る
必
要
か
ら
も
、
貰
買
が
成
立
す
る
と
そ
れ
を
届
け
出
さ
せ
た
。
た
だ
そ
れ
は
卒
の

は
な
く
、

ま
た
多
数
存
在
す
る
は
ず
の
買
手
名
籍
も
作
成
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
劃
し
て
買
手
と
な
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
は
ず
の
卒
に
つ
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み
で
吏
は
針
象
外
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
(
自
言
)
買

・
自
言
(
行
道
)
貰
貰
・
貰
賓
の
諸
名
籍
に
お
い
て
、
買
手
と
し
て
吏
が
登
場
す
る
こ
と

い
て
は
買
手
側
名
籍
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
、
従
っ
て
、
掛
け
賀
り
あ
る
い
は
現
金
決
済
ま
で
自
言
す
る
の
は
、
踏
み
倒
さ
れ
た
時
の
誼
明
を
求
め
た
り
、

ま
し
て
取
り
立
て
を
求
め
た

り
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
、

か
っ
こ
れ
に
よ
っ
て
正
嘗
な
持
ち
物
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

以
上
、
買
買
闘
連
簡
に

つ
い
て

の
検
討
を
通
し
て
若
干
の
結
果
を
得
た
が
、

最
後
に
問
題
貼
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

」
こ
で
は
、
頁

買
、
現
金

・
掛
い
ず
れ
の
場
合
に
も
帳
簿
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
倉
庫
の
管
理
の
仕
方
を
手
が
か
り
に
、
官
の
卒
に
劃
す
る
管
理
と
い

う
側
面
か
ら
説
明
し
た
。
し
か
し
、
卒
と
吏
で
帳
簿
の
作
成
の
し
か
た
に
遣
い
が
あ
る
、
即
ち
官
の
封
躍
の
仕
方
が
違
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
の
遣
い
の
よ
っ
て
来
た
る
所
を
管
理
に
だ
け
求
め
ら
れ
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
他
の
要
因
が
存
在
す
る
可
能
性
は
充
分
に
あ
ろ



ぅ
。
例
え
ば
、
官
は
吏
の
俸
給
か
ら
天
引
き
で
卒
に
借
金
を
返
済
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
債
権
の
回
牧
と
い
う
、

(
9〉

な
取
扱
い
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
管
理
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。

一
見
卒
に
と

っ
て
有
利

管
理
と
い
っ
て
も
何
故
の
管
理
な
の
か
、

」
そ
が
重
要
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
皐
に
買
買
と
い
う
問
題
に
限
ら
ず
、
他
の
方
面
か
ら
の
考
察
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
用
語
の
問
題
も
あ
る
。
第
一
章
で
あ
げ
た
買
買
関
連
帳
簿
の
タ
イ
ト
ル
の
中
に
も
不
明
な
言
葉
が
あ
っ
た
し
、
行
道
な
ど
の
よ
う

に
、
行
論
に
お
い
て
も
不
明
確
な
ま
ま
用
い
た
用
語
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
義
を
是
非
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

に
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
て
ゆ
き
た
い
。

以
上
述
べ
た
諸
問
題
も
含
め
、
官
の
買
買
へ
の
関
わ
り
か
た
の
考
察
を
通
し
て
、
官
と
卒
の
関
係
に
つ
い
て
、
今
後
の
資
料
の
増
加
と
と
も
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註(
1
〉
寅
買
関
係
簡
を
扱
っ
た
先
行
研
究
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
李
均
明

「
居
延
漢
簡
債
務
文
書
述
略
」
(
『
文
物
』
一
九
八
六
|
一
一
〉
、
林
甘

泉
「
漢
簡
所
見
西
北
透
塞
的
商
品
交
換
和
買
貰
契
約
」
(
『
文
物
』
一

九
八
九
l
九
)
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
吏
や
卒
の
個
人
的
頁
買
の
み
な

ら
ず
公
的
責
買
を
も
扱
い
、
李
論
文
で
は
吏
の
未
梯
い
俸
給
に
関
す
る

も
の
な
ど
も
官
の
債
務
文
書
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
そ
の
封
象
範
囲
は

庚
い
A

(

2

)

鱗
3
は、

3
月
乙
卯
鋭
庭
部
土
吏
奉
敢
言
之
譲
移
卒
自
言
責

E
縞
敢
言
之

と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
鈎
庭
部
か
ら
甲
渠
候
官
に
迭
っ
た
「
卒
自
言

頁
:
:・
」
と
い
う
帳
簿
に
つ
け
ら
れ
た
迭
り
紋
で
あ
る
。

(

3

)

お
J
幻
は
m
m
l
担
と
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
。
「
貰
寅
」
以
下
、

買
手
に
関
し
て
み
る
と
、
名
前
だ
け
で
な
く
住
所
も
記
さ
れ
、
さ
ら
に

任
者
(
保
護
人
)
も
み
え
る
。
ま
る
で
契
約
書
を
み
て
作
成
し
た
名
籍

の
よ
う
で
あ
る
。
幻
は
書
式
見
本
で
、
図
以
下
に
は
買
手
で
あ
る
王
乙

の
住
所
と
「
任
者
」
の
語
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

m
m
l
M
と
遣
う
の
は
、

買
手
が
吏
で
は
な
く
繰
得
豚
、
居
延
豚
、
屋
蘭
豚
に
住
む
民
関
人
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
買
手
が
民
関
で
あ
る
か
ら
、
任
者
を

た
て
て
契
約
し
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
と
も
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
卒

や
吏
が
買
手
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
も
任
者
を
た
て
て
契
約
書
を
か
わ

し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
敦
爆
の
例
で
あ
る
が
、
あ
る
契
約
に
関
し

て
、
簡
側
に
切
れ
込
み
を
も
っ
貰
手
・
買
手
隻
方
の
契
約
書
が
出
土
し

て
注
目
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

紳
爵
二
年
十
月
廿
六
日
陵
胡
照
長
張
仲
口
買
卒
寛
寛
布
砲
一
領
H

賓

口

千

図

三

六

O
一
A
)

一
周
爵
二
年
十
月
廿
六
日
庚
漢
鯨
廿
鄭
里
男
子
節
寛
覚
賓
布
抱

一
M
M

陵
胡
暗
黙
長
張
仲
孫
所
買
銭
千
三
百
約
至
正
月
口
口
任
者
口
口
口

U
- 17ー
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口

口

口

口

〈

一

七

O
八
A
)

正
月
責
附
口
口
十
時
在
努
侯
史
長
子
仲
良
卒
杜
忠
知
券
口
浩
芳
U

二

斗

(

一

七

O
八
B
〉

と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
卒
と
照
長
と
の
取
り
引
き
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
は
保
護
人
(
任
者
〉
と
立
舎
人
(努
〉
が
み
え
る
(
な
お
、
関
番
挽

は
『
敦
煙
漢
簡
』
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編
、
中
華
書
局
一
九
九

一
年
に
よ
る
)
。
契
約
書
そ
の
も
の
は
居
延
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
頁
買
の
際
に
必
ず
契
約
書
を
取
り
交
わ
し
た
の
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
が
、
契
約
書
を
作
成
す
る
か
否
か
と
買
手
が
誰
で
あ
る

か
は
無
関
係
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
民
閑
人
相
手
の
場
合
に
は
、
吏
-

卒
相
手
の
場
合
と
は
区
別
し
た
名
籍
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な

み
に
こ
れ
ら
の
簡
を
、
李
均
明
氏
は
「
行
道
貰
貰
名
籍
」
と
し
て
分
類

し
て
い
る
(
前
掲
論
文
)
。

(
4
〉
「
愛
書
新
探
|
漢
代
訴
訟
論
の
た
め
に
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第

五
一
巻
第
三
抗
)
。

(

5

)

関
口
の
タ
イ
ト
ル
は
、

甘
露
二
年
五
月
己
丑
朔
戊
戊
候
長
害
時
敢
言
之
謹
移
成
卒
自
言
貰
U

甫

E
件
仲
副
市

吏
民
所
定

一
編
敢
言
之

に
み
え
る
も
の
で
、
こ
れ
は
部
(
侯
長
は
部
の
長
)
か
ら
甲
渠
候
官
に

迭
ら
れ
た
「
成
卒
自
言
貰
頁
財
物
吏
民
所
定
」
と
い
う
帳
簿
に
つ
け
ら

れ
た
迭
り
伏
で
あ
る
。

(
6
)

例
え
ば
表
的
は
、

陽
朔
元
年
五
月
丁
未
朔
丙
辰
珍
北
守
侯
塞
尉
庚
移
甲
渠
候
官
室
百
H
H

日
一第
廿
五
時
照
図

責
珍
北
石
燃
長
王
子
恩
官
抱
一
領
直
千
五
百
鋭
庭
照
卒
越
回
責
H
H

珍
北
備
冠
図

〈7
)

「漢
筒
零
拾
」

(
『
文
史
』
第
十
二
輯
)
。

(

8

)

永
田
英
正
『
居
延
漢
隣
の
研
究
』
(
同
朋
合
一
九
八
九
年
)
一
一
一
一

四
頁
。

(
9
〉
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
李
均
明
氏
は
前
掲
論
文
の
中
で
、
衣
の
よ
う

な
見
解
を
一
示
さ
れ
て
い
る
。
透
塞
の
吏
卒
は
互
い
に
地
理
的
に
離
れ
て

い
て
直
接
取
り
立
て
な
ど
を
行
え
な
い
こ
と
や
、
し
ば
し
ば
勤
務
地
や

職
が
か
わ
る
こ
と
か
ら
、
官
が
代
理
人
と
な
っ
て
債
権
・
債
務
後
方
の

権
利
・
義
務
を
履
行
し
、
僻
見
方
の
利
益
を
保
護
す
る
。
こ
の
た
め
、
卒

は
内
地
か
ら
も
っ
て
き
た
衣
財
物
(
透
塞
で
は
不
足
す
る
物
品
)
を
安

心
し
て
蛍
地
の
吏
民
に
寅
る
。
そ
の
結
果
蛍
地
の
経
済
生
活
を
活
液
に

さ
せ
た
、
と
。

- 18ー
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表

債権者 債務者 内 止モト. 筒番披

1 吏 吏 合銭(2330) 3・4

2 吏 吏 斐銭 3・6

3 卒 吏 委 1(750) 26・1

4 更 卒 馬銭(9500) 35・4

5 卒 吏 阜練1(1200) 35・6

6 -ヌiSー・ ワ 阜布 49・10

7 ワ 吏 官襲 1 88・13

8 卒 吏 鶏綾 1(1000) 112.27 

9 ーヌすた4 ワ 橋銭(2600) 116・40

10 3ーkすa 吏 つ 117.30 

11 民 吏 ワ 132・36

12 勺 吏 官抱 1(1500) 157・5A

13 卒 ワ ワ 190・12

14 ワ 吏 糸 l斤 (350)、麹4斗(38) 206・3

15 ワ 民 阜複抱1(1800)、鎌長抱1(2000)、阜袴1(1100) 206.28 

阜口(750)
16 卒 吏 練 l丈(36O) 217・15

17 卒 吏 ? (500 ? ) 257・17
卒 吏 布複袴

-ヌT長- 吏 複儒

18 卒 吏 剣 1(650) 258・7
-ヌfた- 吏 裏 1(380) 

19 吏 卒 阜布章皐衣 1(353) 262・29
20 ポーす丈‘ ワ 創 1(700) 271・1

21 ー掃すでー 民 九稜曲布 3匹(1000) 282・5
22 吠-;-丈a 吏 阜抱 285・19
23 卒 民 八稜布 1匹(290) 287・13
24 卒 民 八稜布8匹(1800) 311・20
25 卒 吏 官抱 1(1450) 甲附22
26 ワ 卒 つ EPT43・81
27 吏 ワ 斐銭(600) EPT50・96
28 卒 吏 長橋銭 EPT51・8
29 吏 つ 菱銀 EPT51・39
30 吏 吏 粟 3石 EPT51・70
31 -ヌT気- 民 剣 1(800) EPT51・84
32 -ヌrうr 吏 練複砲 1(1100) EPT51・122
33 汁ヲ耐ー・ 吏? 莞字袴棄繋装1(270) EPT51・125
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債権者 債務者 内 ;チ10、ヲa 、 筒番鋭

34 卒 吏 つ EPT51・199
35 卒 民 糸紫 2(300) EPT51・249
36 卒 勺 臼絡橋 1(1500)、斐銭(500) EPT51・302
37 -ヌiS 吏 布 EPT51・329

38 -ヌ?うrー・ つ 布複 EPT51・540
39 つ 吏 脂銭(120) EPT52・21
40 卒 勺 阜橋 EPT52・387
41 吏 吏 斐銭(600) EPT52・88
42 ーヌすx-ー 吏 衣物銭(計5100) EPT52・110
43 吏 吏 牛 1(3500) EPT53.73 

44 卒 つ 字複 EPT53・221

45 ーヲ討「 吏 砲、襲 EPT56・9

46 -ヲ$: 民 七稜布 3匹(1050) EPT56・10

47 卒 つ ワ EPT56・224

48 一吠千~ 勺 襲 1(900)、布J袴 1(400) EPT57・3

49 卒? 民? 育複絡 1(500) EPT57・72

50 卒 つ 衣財物 EPT58・45

51 -ヌタ1'- 吏 銀斗 1(90)、刀 1(30)、縫績 1(25) EPT59・7

52 つ ヲ.$ 抱 1(1100) EPT59・31

53 ワ 民 袈 1(135) EPT59・38

54 卒 吏 粟 7斗、阜布 4尺 EPT59・114

55 つ 民 襲 1(1250) EPT59・555

56 卒 吏 練祷 1(830) EPT59・645
-ヲ皆F つ 布(1080)

57 つ つ 官砲 EPT59・923

58 つ 吏 つ EPT61・4

59 民 -ヌ「知r ワ EPT65・130

60 つ 卒 持 1(穀15石) EPT65・229

61 つ つ 口10丈(穀 6石) EPT65・231

62 ワ ーヌすーrー 持(穀15石) EPT65・229

63 寸ヌx-ー つ 阜布 EPC1・3

64 吏 つ 阜締 1(900) EPS4.n.21 

65 ワ 吏 鞍銭 EPS4・T2・142

66 吏 つ つ 44・22

67 卒 吏 ワ 127・17

68 卒 つ ワ 143・8

69 卒 ワ ワ 157・5A

70 勺 吏 つ 158・3
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債権者 債務者 内 n全&マ? 筒番披

71 卒 民 ワ 261・42

72 卒 吏 ワ 285・12

73 吏 吏 ワ 405・2

74 卒 吏 ワ EPT52・128

75 卒 吏 つ EPT52・487

76 勺 吏 ワ EPT52・506

77 卒 吏 ワ EPT59・586

78 勺 吏 ワ EPT61・1

79 卒? 吏 (600) 6.17 

80 吏 吏 (800) 58・11

81 ワ 吏 (300) 158・20

82 ワ 吏 (300) 185・27

83 -ヲ~ 吏 (400) 190・13

84 ー式す文ー・ 吏 銭 214・34

85 ワ 吏 (660) 220・16

86 勺 吏 銭 259・1

87 一ス対「 吏 銭 279.17 

88 卒 吏 (1000) 282・4AB

89 つ 吏 (300) 282・9AB

90 吏 ワ (600) 564・19A

91 卒 吏 (1000) EPT4・92

92 -式fKa ワ (300) EPT40・193

93 卒? 吏 (530) EPT51・77

卒? 吏 (200) 

94 -ヌ「タr 吏 (310) EPT51・214
卒 吏 (1010) 

95 吏 吏 (1200) EPT51・225

96 吏 吏 (600) EPT51・241

97 ワ 吏 (160) EPT51・407

98 吏 吏 (1230) EPT52・2

99 吏 吏 (600) EPT52.126 

100 つ 吏 (107) EPT52・132

101 ワ 吏 (100? ) EPT52・247

102 つ 吏 (1360) EPT52・531

103 ワ 吏 (2000) EPT59・8
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Ａ STUDY ON JUYAN HAN WOODEN STRIPS 居延漢簡

　　

WHICH RELATE TO PURCHASE AND SALE

SUMIYA Tsuneko

　　

Among Juyan Han wooden strips, there are many strips on purchase

and sale. From these strips, I will ｅχplain the actual condition of trade

at that time and the method how authorities participated in it. In the

course of this study, l eχclusively used the strips which related to purchase

and sale, making an exception of others, like strips having been related

to loan of money and so on. Results are as follows:

　　

1) Analyzing strips of account books and of tytles, it turned out that

there were many strips in which sellers appeared as subjects, all of them

having been soldiers. And from ａ point of view of the actual state of

trade, there was a tendency that soldiers sold clothes to public servants｡

　　

2) Although there　appeared public servants as well as soldiers in

account books, they were made only for soldiers, taking public servants

outside the object of concern. These account books were necessary for au-

thorities to manage soldiers, and were not made by voluntary declaration

from purchasers.

AN ASPECT OF PRACTICE OF LAW UNDER THE

　　　　　　　　　

MAMLtJKS IN SYRIA

　　　　　

―Based on al-Fatawa al･Tarsusiya一

KONDO Manami

　　

Although ａlarge number of studies have been made on qadls (judges)

from ａ theoreticalor ａ social point of view, there are not enough studies

which explain their actual condition, that is to say, how they applied the

islamic law and how the judicial world was they lived in. The purpose

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－


